指定更新に係る追加資料の提出について
指定更新にかかる追加資料の提出については以下の取扱いとします。
■追加提出資料
　○勤務形態一覧表（４月分）

　　令和８年４月３０日（木）までに提出してください。

※なお、介護給付費算定に関する変更届、介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合の変更届（管理者、運営規程等の変更届）に４月分の勤務形態一覧表を添付した場合は、その変更届をもって提出されたものとみなします。
※４月１日時点の従業者数が、前年４月１日の従業者の配置状況と比較して増減がある場合の４月１日の配置状況を提出された場合も、再度の勤務表の提出は不要です。
○介護給付費算定に係る体制状況一覧表

　算定体制に変更がない場合には提出は不要です。指定更新申請書に添付されたものと変更がある場合、令和８年３月１３日（金）までに介護給付費算定に関する変更届を提出してください。なお、指定更新申請書提出後に変更届を提出されている場合には、再度の提出は不要です。
※サービス提供体制強化加算に関する届出書および確認書
４月からの加算の届出項目に変更がない場合には、令和７年度実績での再提出は不要ですが、必ず各事業所で計算を行い、算定要件を満たすかの確認を行ってください。
計算の結果、加算の届出項目に変更がある場合は、令和８年３月１３日（金）までに変更届を提出してください。
なお、訪問介護事業所の特定事業所加算、通所介護・通所リハビリテーション事業所の中重度ケア体制加算及び通所介護事業所の認知症加算も同様の取扱いとします。

　
■対象事業所等

　訪問介護、（介護予防）訪問看護、通所介護、（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設（老健併設通所リハビリテーション）
■提出先
　所管の健康福祉センター

※居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所等に係る取扱いについては、所在地の市町介護保険担当課にご確認下さい。
■提出する際の留意事項
　勤務体制一覧表のみ提出が必要な場合でも、指定事項等変更届に添付する形で提出してください。

様式については、「かいごへるぷやまぐち」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。








